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長
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民

輔
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衆
議
院
議
員
荒
井
�
君
提
出
都
道
府
県
知
事
と
国
務
大
臣
の
兼
任
の
可
否
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。
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衆
議
院
議
員
荒
井
�
君
提
出
都
道
府
県
知
事
と
国
務
大
臣
の
兼
任
の
可
否
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

国
務
大
臣
と
都
道
府
県
知
事
の
兼
任
を
禁
止
す
る
明
文
の
規
定
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
内
閣
の
一
員
と
し
て
国
政
を
担

う
国
務
大
臣
に
は
全
力
を
尽
く
し
て
職
務
に
専
念
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
都
道
府
県
を
統
轄
し
こ
れ
を
代
表
す
る
知

事
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
職
責
の
重
大
さ
に
か
ん
が
み
、
現
に
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
者
を
国
務
大
臣
に
任
命
す
る
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。


